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第１章 総則 

第１節 目的 

（目的） 

第１条 徳島大学（以下「本学」という。）は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）及び

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の精神に則り、有為な人材を育成し、学術の研究を推

進し、社会貢献を果たし、もって人類の福祉と文化の向上に貢献することを目的とする。 

２ 本学は、学部又は学科ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的について

定め、公表するものとする。 

第２節 組織 

（学部、学科及び講座等） 

第２条 本学に次の学部及び学科を置く。 

総合科学部 

社会総合科学科 

医学部 



医学科 

医科栄養学科 

保健学科 

歯学部 

歯学科 

口腔保健学科 

薬学部 

薬学科 

理工学部 

理工学科 

生物資源産業学部 

生物資源産業学科 

２ 前項の学科に講座を置き、必要な事項は別に定める。 

３ 医学部保健学科に次の専攻を置く。 

看護学専攻 

放射線技術科学専攻 

検査技術科学専攻 

（大学院） 

第３条 本学に大学院を置く。 

２ 大学院に、次の研究科を置く。 

創成科学研究科 

医学研究科 

口腔科学研究科 

薬学研究科 

医科栄養学研究科 

保健科学研究科 

３ 大学院に、次の研究部を置く。 

社会産業理工学研究部 

医歯薬学研究部 

４ 大学院について必要な事項は、別に定める。 

（教養教育院） 

第３条の２ 本学に、本学、各学部等の学位授与の方針に沿った教養教育の運営・質保証を担う

責任部局として、教養教育院を置く。 

２ 教養教育院については、別に定める。 



（先端酵素学研究所） 

第３条の３ 本学に、酵素を基盤とした疾患生命科学研究を行うことを目的として、先端酵素学

研究所を置く。 

２ 先端酵素学研究所は、国立大学の教員その他の者で同研究所の目的たる研究と同一の分野の

研究に従事する者に利用させるものとする。 

３ 先端酵素学研究所については、別に定める。 

（ポストLEDフォトニクス研究所） 

第３条の４ 本学に、次世代光を基盤とした光科学研究を行うことを目的として、ポストLEDフォ

トニクス研究所を置く。 

２ ポストLEDフォトニクス研究所については、別に定める。 

（フォトニクス健康フロンティア研究院） 

第３条の５ 本学に、研究力の飛躍的向上、研究融合の促進、研究活動の国際化及び若手研究者

育成の推進を目的として、フォトニクス健康フロンティア研究院を置く。 

２ フォトニクス健康フロンティア研究院については、別に定める。 

（共同教育研究施設等） 

第４条 本学に共同教育研究等のため、次のセンター等を置く。 

人と地域共創センター 

情報センター 

放射線総合センター 

高等教育研究センター 

環境防災研究センター 

研究支援・産官学連携センター 

AWAサポートセンター 

教職教育センター 

先端研究推進センター 

デザイン型AI教育研究センター 

国際センター 

大学産業院 

バイオイノベーション研究所 

埋蔵文化財調査室 

２ 前項のセンター等については、別に定める。 

（四国産学官連携イノベーション共同推進機構） 

第４条の２ 本学に、四国地区の５国立大学が連携して、大学の研究の活性化と四国地域の活性

化を図るため、四国産学官連携イノベーション共同推進機構（以下「四国共同機構」という。）



を置く。 

２ 四国共同機構については、別に定める。 

（附属図書館） 

第５条 本学に附属図書館を置く。 

２ 附属図書館については、別に定める。 

（病院） 

第５条の２ 本学に医学、歯学及び薬学に関する教育研究並びに診療のため、病院を置く。 

２ 病院については、別に定める。 

（附属教育研究施設） 

第６条 本学に前条に規定するもののほか、次表のとおり研究科等附属教育研究施設を置く。 

研究科等 附属教育研究施設 

大学院薬学研究科 附属医薬創製教育研究センター 

大学院医歯薬学研究部 総合研究支援センター 

先端酵素学研究所 藤井節郎記念医科学センター 

糖尿病臨床・研究開発センター 

フォトニクス健康フロンティア研究院 次世代研究者育成推進センター 

２ 前項の教育研究施設については、別に定める。 

（事務組織） 

第７条 本学に事務組織を置く。 

２ 事務組織については、別に定める。 

（技術支援部） 

第７条の２ 本学に技術支援部を置く。 

２ 技術支援部については、別に定める。 

第７条の３ 削除 

（キャンパスライフ健康支援センター） 

第７条の４ 本学にキャンパスライフ健康支援センターを置く。 

２ キャンパスライフ健康支援センターについては、別に定める。 

（障がい者就労支援センター） 

第７条の５ 本学に障がい者就労支援センターを置く。 

２ 障がい者就労支援センターについては、別に定める。 

（その他の組織） 

第７条の６ 第２条から前条までに規定するもののほか、学長が必要と認める場合には、その他

の組織を置くことができる。 

２ 前項の組織については、別に定める。 



（職員の組織） 

第８条 本学の職員は、次のとおりとする。 

学長 

副学長 

病院長 

教授 

准教授 

講師 

助教 

助手 

事務職員 

教務職員 

技術職員 

２ 職員の職務は、学校教育法その他法令に定めるもののほか、別に定めるところによる。 

（教員組織の編成） 

第９条 教員組織は、本学の教育研究上の目的を達成するため、組織の設置目的に応じて必要な

教員をもって編成する。 

２ 教員組織の編成について必要な事項は、別に定める。 

第３節 教育研究評議会、部局長会議、教授会等 

（教育研究評議会） 

第１０条 本学の教育研究に関する重要事項は、教育研究評議会で審議する。 

２ 教育研究評議会については、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）に定めるものの

ほか、別に定めるところによる。 

（部局長会議） 

第１０条の２ 本学に部局長会議を置く。 

２ 部局長会議については、別に定める。 

（教授会） 

第１１条 各学部、教養教育院、先端酵素学研究所及び病院に教授会を置く。 

２ 教授会については、別に定める。 

（委員会等） 

第１２条 本学に大学教育委員会、学生委員会、入学試験委員会その他必要な委員会等（以下「委

員会等」という。）を置く。 

２ 委員会等については、別に定める。 

（機構） 



第１２条の２ 本学に、次の機構を置く。 

教育機構 

研究機構 

社会貢献機構 

経営機構 

２ 機構について必要な事項は、別に定める。 

（特別な組織） 

第１２条の３ 第１０条から前条までに規定するもののほか、学長が必要と認める場合には、特

別な組織を置くことができる。 

２ 特別な組織については、別に定める。 

第２章 学部通則 

第１節 修業年限、在学期間及び収容定員等 

（修業年限） 

第１３条 各学部の修業年限は、次のとおりとする。 

総合科学部 ４年 

医学部 

医学科 ６年 

医科栄養学科 ４年 

保健学科 ４年 

歯学部 

歯学科 ６年 

口腔保健学科 ４年 

薬学部 ６年 

理工学部 ４年 

生物資源産業学部 ４年 

（修業年限の通算） 

第１３条の２ 大学の学生以外の者が、科目等履修生として本学の一定の単位を修得し、その後

に本学に入学する場合において、本学が当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修し

たと認めるときは、その単位数等に応じて、相当期間を修業年限の２分の１を超えない範囲で

修業年限に通算することができる。 

２ 本条に定めるもののほか、修業年限の通算については、各学部規則で定める。 

（在学期間） 

第１４条 在学期間は、修業年限の２倍を超えることができない。 

２ 医学部医学科の学生にあっては、第１年次及び第２年次、第３年次及び第４年次、第５年次



及び第６年次において、それぞれ４年を超えることができない。 

３ 薬学部の学生にあっては、１２年を限度とし、第３年次、第４年次、第５年次及び第６年次

において、それぞれ４年を超えることができない。 

（収容定員等） 

第１５条 各学部の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

学部 学科 入学定員 第２年次編入

学定員 

第３年次編入

学定員 

収容定員 

総合科学部 社会総合科学科 １７０  

  

  

  

 

  

  

  

６８０ 

医学部 医学科 １００     ６００ 

医科栄養学科 ５０     ２００ 

保健学科         

看護学専攻 ７０   １０ ３００ 

放射線技術科学専攻 ３７   ３ １５４ 

検査技術科学専攻 １７   ３ ７４ 

小計 １２４   １６ ５２８ 

計 ２７４   １６ １，３２８ 

歯学部 歯学科 ４０ ３   ２５５ 

口腔保健学科 １５     ６０ 

計 ５５ ３   ３１５ 

薬学部 薬学科 ８０     ４８０ 

理工学部 理工学科     

昼間コース ５８０  ３５ ２，３９０ 

夜間主コース ３０   １２０ 

計 ６１０  ３５ ２，５１０ 

生物資源産

業学部 

生物資源産業学科 １００  ２ ４０４ 

合計 １，２８９ ３ ５３ ５，７１７ 

備考 理工学部の「昼間コース」とは昼間に授業を行うコース、「夜間主コース」とは主とし

て夜間に授業を行うコースをいう。 

第２節 学年、学期及び休業日 



（学年） 

第１６条 学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。 

（学期） 

第１７条 学年を分けて次の２学期とする。 

(1) 前期 ４月１日から９月３０日まで 

(2) 後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第１８条 授業を行わない日（以下「休業日」という。）は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3) 開学記念日 １１月２日 

(4) 春季休業 ４月１日から同５日まで 

(5) 夏季休業 ８月１日から同３１日まで 

(6) 冬季休業 １２月２５日から１月７日まで 

(7) 学年末休業 ３月２５日から同３１日まで 

２ 学長は、必要により前項第４号から第７号までの休業日を変更し、又は臨時に休業日を定め

ることがある。 

３ 学長は、休業日でも見学、実習等をさせることがある。 

第３節 入学、転学部、転学科、休学、退学、転学、留学及び除籍 

（入学時期） 

第１９条 入学の時期は、毎学年の初めとする。ただし、学部において必要があると認めるとき

は、後期の初めにおいても、学生を入学させることができる。 

（入学資格） 

第２０条 本学に入学することのできる者は、学校教育法第９０条及び学校教育法施行規則（昭

和２２年文部省令第１１号）第１５０条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれ

に相当する学校教育を修了した者 

(3) 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科

学大臣の指定したもの 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設

の当該課程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準



を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後

に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程

度認定試験に合格した者又は廃止前の大学入学資格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）

による大学入学資格検定に合格した者 

(8) 学校教育法第９０条第２項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認

定審査規則（令和４年文部科学省令第１８号）による高等学校卒業程度認定審査に合格した

者 

(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、１８歳に達したもの 

（入学の出願） 

第２０条の２ 本学に入学を志願する者（以下「入学志願者」という。）は、入学願書に検定料

及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。ただし、検定料の納付について別に定

めがある場合は、その定めるところによる。 

（入学者選考） 

第２１条 入学志願者については、選抜試験を行い、当該学部教授会の議を経て、学長が合格者

を決定する。 

（入学手続） 

第２１条の２ 合格者は、所定の期日に入学料を納付し、別に定める手続をしなければならない。

ただし、入学料の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。 

（入学許可） 

第２１条の３ 学長は、前条に定める手続を経た者に対し、入学を許可する。 

（編入学） 

第２１条の４ 学長は、本学に編入学を志願する者があるときは、選考の上、入学を許可するこ

とがある。 

２ 医学部保健学科の第３年次へ編入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、

医学部の指定する単位を修得した者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 大学に２年以上在学した者 

(3) 短期大学を卒業した者 

(4) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準

を満たす者に限る。）を修了した者（学校教育法第９０条に規定する者に限る。） 

３ 歯学部歯学科の第２年次へ編入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、歯



学部の指定する単位を修得した者とする。 

(1) 修業年限４年以上の大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者 

(4) 学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学したことのある者 

４ 理工学部の第３年次へ編入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 大学に２年以上在学し、理工学部の定める単位を修得した者 

(3) 短期大学を卒業した者 

(4) 高等専門学校を卒業した者 

(5) 外国において、学校教育における１４年の課程を修了した者 

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準

を満たすものに限る。）を修了した者（学校教育法第９０条に規定する者に限る。） 

５ 生物資源産業学部の第３年次へ編入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 大学に２年以上在学し、生物資源産業学部の定める単位を修得した者 

(3) 短期大学を卒業した者 

(4) 高等専門学校を卒業した者 

(5) 外国において、学校教育における１４年の課程を修了した者 

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準

を満たすものに限る。）を修了した者（学校教育法第９０条に規定する者に限る。） 

６ 前各項の規定により編入学した者の在学期間及び既修得単位の認定については、当該学部に

おいて定める。 

７ 第２０条の２から第２１条の３までの規定は、編入学の場合においても準用する。 

（再入学） 

第２１条の５ 学長は、本学の退学者又は除籍者で、再入学を志願する者があるときは、欠員が

ある場合に限り、当該学部教授会において選考の上、これを許可することがある。 

（補欠入学） 

第２２条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者は、欠員がある場合に限り、当該学部教授

会において選考の上、入学を許可することがある。 

(1) 他の大学の学生で、当該学部長又は学長の承認を得て、本学の同種の学部に転学を志願す

る者 



(2) 他の大学に２年以上在学し、入学を希望する学部の定める単位を修得した者で、入学を志

願する者 

(3) 大学の学部を卒業した者で、入学を志願する者 

(4) 短期大学を卒業した者で、入学を志願する者 

(5) 高等専門学校を卒業した者で、入学を志願する者 

(6) 国立養護教諭養成所又は国立工業教員養成所を卒業した者で、入学を志願する者 

(7) 従前の規定による大学、高等学校、専門学校又は教員養成諸学校を卒業した者若しくは従

前の規定による大学を退学した者で、入学を志願する者 

（再入学等における在学期間等） 

第２２条の２ 第２１条の５及び第２２条の規定により入学した者の在学期間及び既修得単位の

認定については、別に定める。 

２ 第２１条の２及び第２１条の３の規定は、第２１条の５及び第２２条の入学を許可する場合

においても準用する。 

（転学部） 

第２２条の３ 学生が所属学部長の承認を得て本学の他の学部に転学部を願い出たときは、学長

は、転学部をしようとする学部教授会の議を経て許可することがある。 

２ 本条に定めるもののほか、転学部については、各学部規則で定める。 

（転学科） 

第２２条の４ 学生が所属の学部内の学科と異なる当該学部の学科に転学科を願い出たときは、

学長は、当該学部教授会の議を経て許可することがある。 

２ 本条に定めるもののほか、転学科については、各学部規則で定める。 

（休学） 

第２３条 疾病その他の理由により２月以上就学することができないときは、医師の診断書又は

詳細な理由書を添え学長に願い出てその許可を受けて休学することができる。 

２ 疾病のため就学することが適当でないと認められる学生に対しては、学長は、これを休学さ

せることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、医学部医学科又は薬学部の学生であって、徳島大学大学院学則

第１８条第３項第８号に該当する者が、それぞれ大学院医学研究科の博士課程又は大学院薬学

研究科の博士課程に入学するときは、学長に願い出てその許可を受けて休学することができる。 

第２４条 休学は、１年を超えることができない。ただし、特別の理由がある者には、更に引き

続き１年以内の休学を許可することがある。 

２ 休学期間は、通じて４年（医学部医学科学生、歯学部歯学科学生及び薬学部学生は６年）を

超えることができない。 

３ 前条第３項の休学期間は、第１項の規定にかかわらず、引き続き４年を超えることができな



い。ただし、特別の理由がある者には、更に引き続き１年以内の休学を許可することがある。 

４ 休学期間は、第１４条の在学期間に算入しない。 

第２５条 休学期間中にその理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。 

２ 第２３条第２項の規定により休学を命ぜられた者が復学しようとする場合は、医師の診断書

を添え学長に願い出てその許可を受けなければならない。 

（退学） 

第２６条 学生が退学しようとするときは、理由書を添え学長に願い出てその許可を受けなけれ

ばならない。 

（転学） 

第２７条 学生が他の大学に転学しようとするときは、理由書を添え学長に願い出てその許可を

受けなければならない。 

（留学） 

第２７条の２ 本学が教育上有益と認めるときは、外国の大学又は短期大学との協議に基づき、

学生は、学長の許可を得て、当該大学又は短期大学に留学することができる。 

２ 第３４条の２第２項から第５項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。 

３ 本条に定めるもののほか、留学に関する事項については、各学部規則で定める。 

（除籍） 

第２８条 次の各号のいずれかに該当する者には、当該学部教授会の議を経て、学長が除籍する。 

(1) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除若しくは徴収猶予を許

可された者であって、納付すべき入学料を学長が指定する日までに納付しない者 

(2) 正当な理由がなく授業料の納付を怠り、催告しても、なお、納付しない者 

(3) 第１４条に定める在学期間を超えた者 

(4) 第２４条第２項に定める休学期間を超えた者 

(5) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者 

第４節 教育課程及び履修方法 

（教育課程の編成方針） 

第２９条 教育課程の編成に当たっては、各学部の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、

幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するもの

とする。 

２ 教育課程は、卒業の認定に関する方針及び教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、

教養教育及び専門教育の授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分けて各年次に配当す

るとともに、体系的に編成するものとする。 

（授業科目の開設） 

第２９条の２ 教養養育の授業科目は教養教育院が、専門教育の授業科目は各学部がそれぞれ前



条の方針に基づき開設するものとする。 

２ 教養教育の授業科目は、教養教育院が責任部局となり、全学部が協力するものとする。 

（連携開設科目） 

第２９条の３ 本学は、教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、前条

第１項の規定にかかわらず、大学等連携推進法人（本学の設置者が社員であるものに限る。）

の社員が設置する他の大学が本学と連携して開設する授業科目（以下「連携開設科目」という。）

を、本学が自ら開設したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により本学が自ら開設したものとみなすことができる連携開設科目は、前項の大

学等連携推進法人が策定する連携推進方針に沿って開設するものとする。 

（単位） 

第３０条 教育課程の修了は、所定の授業科目の修了によるものとし、授業科目の修了者には、

所定の単位を与える。 

２ １単位は、授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、

第３０条の４に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学

修等を考慮して、おおむね１５時間から４５時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもっ

て１単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による

実技の授業については、本学が定める時間の授業をもって１単位とすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これら

の学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学

修等を考慮して、単位数を定めることができる。 

４ 授業科目修了の認定は、試験その他の本学が定める適切な方法により学修の成果を評価して

行う。 

（１年間の授業期間） 

第３０条の２ １年間の授業を行う期間は、３５週にわたることを原則とする。 

（各授業科目の授業期間） 

第３０条の３ 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、８週、１０週、

１５週その他の本学が定める適切な期間を単位として行うものとする。 

（授業の方法） 

第３０条の４ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併

用により行うものとする。 

２ 前項の授業については、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用

して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

（履修方法等） 

第３１条 教養教育の授業科目、単位、履修方法、試験等は、徳島大学教養教育履修規則の定め



るところによる。 

第３２条 専門教育の授業科目、単位、履修方法、試験等は、各学部規則の定めるところによる。 

（成績評価基準等の明示等） 

第３３条 各学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあらかじ

め明示するものとする。 

２ 各学部は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保す

るため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に

行うものとする。 

（大学院授業科目の履修） 

第３４条 本学が教育上有益と認めるときは、所属学部長の推薦及び当該授業科目を開設する研

究科長の承認に基づき、学生は、本学大学院の授業科目を履修することができる。 

２ 大学院授業科目の履修に関し必要な事項は、別に定める。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第３４条の２ 本学が教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学

生は、学長の許可を得て、当該大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、６０単位を超えない範囲で本

学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

３ 他の大学又は短期大学での履修の期間は、次のとおりとする。 

(1) 原則として１年以内とする。ただし、特別な理由がある場合には、協議の上、更に１年を

限り延長することができる。 

(2) 履修の期間は、通算して２年を超えることができない。 

４ 他の大学又は短期大学での履修の期間は、本学の在学期間に算入する。 

５ 学生は、他の大学又は短期大学の授業科目を履修している間においても、本学に正規の授業

料を納付しなければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、他の大学又は短期大学における授業科目の履修について必要な

事項は、別に定める。 

７ 第１項、第２項及び前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学が行う通信教育におけ

る授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第３４条の３ 本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻

科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみな

し、単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第２項（第２７条の２第２項において

準用する場合を含む。）の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて６



０単位を超えないものとする。 

３ 本条に定めるもののほか、大学以外の教育施設等における学修について必要な事項は、別に

定める。 

（休学中の外国の大学における学修） 

第３４条の４ 本学が教育上有益と認めるときは、第３４条の２の規定にかかわらず、学生が休

学期間中に、外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本

学における授業科目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により与えることができる単位数は、第３４条の２第２項（第２７条の２第２項

及び第３４条の２第７項において準用する場合を含む。）及び第３４条の３第１項の規定によ

り本学において修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

３ 本条に定めるもののほか、休学中の外国の大学における学修について必要な事項は、別に定

める。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第３４条の５ 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学

において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）

を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る。 

２ 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った第３４条の３第１項に

規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、再

入学及び補欠入学の場合を除き、本学において修得した単位（第３４条の７の規定により修得

したものとみなすものとする単位を含む。）以外のものについては、第３４条の２第２項（第

２７条の２第２項及び第３４条の２第７項において準用する場合を含む。）、第３４条の３第

１項及び前条第１項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて６０単

位を超えないものとする。 

４ 本条に定めるもののほか、入学前の既修得単位等の認定について必要な事項は、別に定める。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第３４条の６ 学生が職業を有している等の事情により、第１３条に規定する修業年限を超えて

一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、

当該学部教授会の議を経て、学長は、その計画的な履修を許可することができる。 

２ 前項に規定するもののほか、長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は、各学部長が

別に定める。 

（連携開設科目に係る単位の認定） 

第３４条の７ 学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、本学に



おける授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 

（組織的な研修等） 

第３４条の８ 本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施す

るものとする。 

第５節 卒業、学位の授与及び教員の免許状 

（卒業） 

第３５条 本学に第１３条に規定する年限以上在学し、各学部規則で定める卒業の要件を満たし

た者に対しては、卒業を認定する。 

２ 卒業の要件として修得すべき単位のうち、第３０条の４第２項の授業の方法により修得する

単位数は６０単位を超えないものとする。 

３ 卒業の要件として修得すべき単位のうち、第３４条の７の規定により修得したものとみなす

ものとする単位数は３０単位を超えないものとする。 

第３５条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、本学の学生（医学部医学科、歯学部歯学科及び

薬学部に在学する者を除く。）で本学に３年以上在学した者（これに準ずるものとして文部科

学大臣の定める者を含む。）が、各学部規則で定める卒業の要件を優秀な成績をもって満たし

たと認める場合には、その卒業を認定することができる。 

２ 前項の卒業の認定の基準については、当該学部規則で定める。 

第３６条 卒業の認定は、当該学部教授会の議を経て、学長が行う。 

２ 卒業の認定は、毎学年度の終わりに行う。ただし、やむを得ない理由により、この認定を受

けることができなかった者については、次年度においてこれを行うことができる。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、後期に入学した者に対する卒業の認定又は第３５条第１項及

び前条第１項の規定による卒業の認定は、前期の終わりにおいても行うことができる。 

（学位の授与） 

第３７条 本学を卒業した者には、学士の学位を授与する。 

２ 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。 

（教員の免許状） 

第３７条の２ 本学の学生に教員の免許状授与の所要資格を取得させることのできる教員の免許

状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 学科 教員の免許状の種類 免許教科 

総合科学部 社会総合科学科 中学校教諭一種免許状 国語、社会、美術、保健体育、

英語 

高等学校教諭一種免許状 国語、地理歴史、公民、美術、

保健体育、英語 



医学部 保健学科 養護教諭一種免許状   

理工学部 理工学科 

昼間コース 

夜間主コース 

中学校教諭一種免許状 数学、理科 

高等学校教諭一種免許状 数学、理科、情報、工業 

第６節 検定料、入学料及び授業料 

（検定料、入学料及び授業料） 

第３８条 検定料、入学料及び授業料の額、徴収方法等は、この規則に定めるもののほか、別に

定めるところによる。 

（授業料の納付） 

第３９条 授業料は、年度を前期及び後期の２期に区分し、前期にあっては５月、後期にあって

は１１月にそれぞれ年額の２分の１に相当する額を納付しなければならない。ただし、授業料

の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず、学生の申し出があったときは、前期に係る授業料を徴収するとき

に、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。 

３ 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第１項の規定にかかわらず、入

学を許可される者の申し出があったときは、入学を許可するときに徴収するものとする。 

（既納の検定料等） 

第４０条 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。 

２ 第２１条に規定する選抜試験において、出願書類等による選抜（以下この項において「第一

段階目の選抜」という。）を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項

において「第二段階目の選抜」という。）を行う場合は、前項の規定にかかわらず、第一段階

目の選抜の不合格者に対し、当該者の申し出により第二段階目の選抜に係る検定料相当額を返

還するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次に掲げる授業料相当額については、当該授業料を納付した者

の申し出により、これを返還するものとする。 

(1) 入学を許可するときに授業料を納付した者が入学年度の前年度の３月３１日までに入学

を辞退した場合における当該授業料相当額 

(2) 前期分授業料徴収の際に後期分授業料を併せて納付した者が後期の徴収の時期前に休学

又は退学した場合における後期分授業料相当額 

（検定料の免除） 

第４０条の２ 大規模な風水害等の災害を受ける等やむを得ない事情があると学長が特に認めた

場合には、検定料を免除することができる。 

（入学料の免除） 



第４１条 特別の事情により入学料の納付が困難であると認められる者に対しては、学長は、入

学料を免除することができる。 

（入学料の徴収猶予） 

第４１条の２ 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と

認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学長は、入学料の徴

収を猶予することができる。 

（授業料の免除） 

第４２条 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他

やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学長は、授業料を免除することができる。 

２ 休学が授業料の納付期限の属する月の前月末までに許可されたときは、月割計算により休学

した月の翌月（休学した日が月の初日に当たるときは、その月）から復学した月の前月までの

月数分の授業料の全額を免除することができる。 

（授業料の徴収猶予） 

第４３条 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認め

られる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学長は、授業料の徴収を

猶予し、又は月割分納を許可することができる。 

（細則） 

第４４条 第４０条及び第４１条から前条までの規定によるもののほか、入学料及び授業料の返

還、免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。 

（停学者の授業料） 

第４５条 停学を命ぜられた期間中の授業料は、これを徴収する。 

第７節 特別聴講学生、科目等履修生、研究生及び外国人留学生 

（特別聴講学生） 

第４５条の２ 学長は、他の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学若しくは短期

大学に在学中の学生で、本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、当該大学、短期大

学又は高等専門学校との協議に基づき、当該学部教授会において選考の上、特別聴講学生とし

て入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生について必要な事項は、別に定める。 

（科目等履修生） 

第４６条 学長は、本学の学生以外の者で、一又は複数の授業科目の履修を希望する者があると

きは、当該学部教授会において選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。 

２ 科目等履修生について必要な事項は、別に定める。 

（研究生） 

第４７条 学長は、本学において特定の事項について研究しようとする者があるときは、授業及



び研究に妨げのない限り、当該学部等の教授会（教授会を置かない施設にあっては、当該施設

の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等）において選考の上、研究生として入学を許

可することがある。 

２ 研究生について必要な事項は、別に定める。 

（学部学生に関する規定の準用） 

第４８条 特別聴講学生、科目等履修生及び研究生については、別段の定めがある場合を除き、

学部学生に関する規定を準用する。 

（外国人留学生） 

第４９条 学長は、外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志

願する者があるときは、学生の学修に支障のない限り、当該学部教授会において選考の上、外

国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生は、入学定員外とする。ただし、外国人留学生受入れ枠内の外国人留学生につ

いては、入学定員内とする。 

３ 外国人留学生について必要な事項は、別に定める。 

第８節 公開講座 

（公開講座） 

第５０条 本学に社会人の教養を高め、文化の向上に資する等のため、公開講座を設けることが

できる。 

２ 公開講座の講習料については、別に定める。 

３ 本条に定めるもののほか、公開講座の開設、学習課題その他必要な事項については、その都

度定める。 

（高大連携公開講座） 

第５０条の２ 本学に高等学校等と連携して行う公開講座（以下「高大連携公開講座」という。）

を設けることができる。 

２ 高大連携公開講座に関し必要な事項は、別に定める。 

第９節 賞罰 

（表彰） 

第５１条 本学学生のうち学業人物優秀なる者は、これを表彰することがある。 

２ 表彰については、別に定める。 

（懲戒） 

第５２条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、学長は、教授会及び教育研究評議会の

意見を徴して懲戒を行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 正当の理由がなくて出席常でない者 



(3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

２ 懲戒は、退学、停学及び訓告の３種とする。 

第１０節 寄宿舎及び厚生保健施設 

（寄宿舎及び厚生保健施設） 

第５３条 本学に寄宿舎及び厚生保健施設を置く。 

２ 寄宿料の額は、別に定めるところによる。 

３ 寄宿舎及び厚生保健施設について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この改正学則は、昭和３３年７月１１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

２ この学則施行の際、現に学芸学部２年課程に在学する学生については、なお従前の例による。 

附 則（昭和３４年３月１３日規則第２５号改正） 

この改正学則は、昭和３４年４月１日から施行する。 

附 則（昭和３５年４月２６日規則第４７号改正） 

この改正学則は、昭和３５年４月２６日から施行し、昭和３５年４月１日から適用する。 

附 則（昭和３５年１２月１６日規則第５４号改正） 

この改正学則は、昭和３５年１２月１６日から施行し、昭和３５年１０月１日から適用する。

ただし、第２条、第１３条、第１５条、第２４条、第２８条及び第３５条の改正規定は、昭和３

６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和３６年４月２５日規則第６６号改正） 

この改正学則は、昭和３６年４月２５日から施行し、昭和３６年４月１日から適用する。 

附 則（昭和３７年４月１３日規則第８４号改正） 

この改正学則は、昭和３７年４月１３日から施行し、昭和３７年４月１日から適用する。 

附 則（昭和３８年４月１２日規則第１０２号改正） 

１ この改正学則は、昭和３８年４月１２日から施行し、昭和３８年４月１日から適用する。 

２ この改正学則施行の際、現に学芸学部２年課程に在学する学生については、なお従前の例に

よる。 

附 則（昭和３９年３月１３日規則第１１８号改正） 

この改正学則は、昭和３９年３月１３日から施行し、昭和３８年４月１日から適用する。 

附 則（昭和３９年４月１０日規則第１２８号改正） 

この改正学則は、昭和３９年４月１０日から施行し、昭和３９年４月１日から適用する。 

附 則（昭和４０年３月３１日規則第１６０号改正） 

この改正学則は、昭和４０年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４０年４月９日規則第１７１号改正） 

この改正学則は、昭和４０年４月９日から施行し、昭和４０年４月１日から適用する。 



附 則（昭和４１年４月８日規則第１９９号改正） 

この改正学則は、昭和４１年４月８日から施行し、昭和４１年４月１日から適用する。 

附 則（昭和４２年２月１７日規則第２４１号改正） 

この改正学則は、昭和４２年２月１７日から施行する。 

附 則（昭和４２年３月１７日規則第２４３号改正） 

この改正学則は、昭和４２年３月１７日から施行する。 

附 則（昭和４２年５月１９日規則第２５７号改正） 

この改正学則は、昭和４２年５月１９日から施行し、昭和４２年４月１日から適用する。 

附 則（昭和４３年４月１９日規則第３０２号改正） 

この改正規則は、昭和４３年４月１９日から施行し、昭和４３年４月１日から適用する。 

附 則（昭和４４年４月１５日規則第３２６号改正） 

この規則は、昭和４４年４月１５日から施行し、昭和４４年４月１日から適用する。 

附 則（昭和４５年４月１７日規則第３５８号改正） 

この規則は、昭和４５年４月１７日から施行し、昭和４５年４月１日から適用する。 

附 則（昭和４６年４月１６日規則第３７６号改正） 

この規則は、昭和４６年４月１６日から施行し、昭和４６年４月１日から適用する。 

附 則（昭和４７年４月２１日規則第３９８号改正） 

この規則は、昭和４７年４月２１日から施行し、昭和４７年４月１日から適用する。 

附 則（昭和４８年３月１６日規則第４１４号改正） 

この規則は、昭和４８年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４８年４月２５日規則第４２３号改正） 

この規則は、昭和４８年４月２５日から施行する。 

附 則（昭和４８年５月２５日規則第４２７号改正） 

この規則は、昭和４８年５月２５日から施行し、昭和４８年４月１日から適用する。 

附 則（昭和４８年７月２０日規則第４３１号改正） 

この規則は、昭和４８年７月２０日から施行する。 

附 則（昭和４８年１１月１６日規則第４４０号改正） 

この規則は、昭和４８年１１月１６日から施行し、昭和４８年１０月１日から適用する。 

附 則（昭和４９年５月２４日規則第４６４号改正） 

この規則は、昭和４９年５月２４日から施行し、昭和４９年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５０年５月９日規則第４８６号改正）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和５０年５月９日から施行し、昭和５０年４月１日から適用する。 

（徳島大学授業料等の額に関する規則の廃止） 



２ 徳島大学授業料等の額に関する規則（昭和３３年規則第１０号）は、廃止する。 

附 則（昭和５１年２月２０日規則第５１２号改正） 

この規則は、昭和５１年２月２０日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５１年４月１６日規則第５２０号改正） 

この規則は、昭和５１年４月１６日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５１年９月１７日規則第５３３号改正） 

１ この規則は、昭和５１年１０月１日から施行する。ただし、第１３条、第２２条第１項第３

号、第２４条第２項、第２８条、第２９条、第３０条第１項、第３１条第３項、第３３条第１

項、第３４条の２第２項、第３５条第１項第３号及び第３７条の改正規定は、昭和５２年４月

１日から施行する。 

２ 昭和５１年３月３１日以後引続き在学している専攻生（在学期間が延長された場合で、当該

延長期間の始期が昭和５１年４月１日以後のものを除く。）の授業料の額は、改正後の第４８

条の２第１項の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、従前の額とする。 

附 則（昭和５１年１０月２２日規則第５４１号改正） 

この規則は、昭和５１年１０月２２日から施行する。ただし、第２２条の２第１項及び第２８

条の改正規定中歯学進学課程に係る部分については、昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年３月１８日規則第５４７号改正） 

この規則は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年４月２２日規則第５５２号改正） 

１ この規則は、昭和５２年４月２２日から施行し、昭和５２年４月１日から適用する。 

２ 昭和５２年度の入学に係る聴講生、研究生及び専攻生の検定料の額並びに昭和５２年度に入

学を許可する聴講生、研究生及び専攻生の入学料の額は、改正後の第４８条の２第１項の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和５３年２月１７日規則第５７４号改正）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５３年４月１日規則第５８７号改正） 

１ この規則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

２ 昭和５３年３月３１日以後引続き在学している聴講生、研究生及び専攻生（在学期間が延長

された場合で、当該延長期間の始期が昭和５３年４月１日以後のものを除く。）の授業料の額

は、改正後の第４８条の２第１項の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、従前

の額とする。 

附 則（昭和５３年７月１４日規則第５９７号改正） 

この規則は、昭和５３年７月１４日から施行する。 



附 則（昭和５４年４月１日規則第６０７号改正） 

１ この規則は、昭和５４年４月１日から施行する。 

２ 昭和５４年度中に入学する聴講生、研究生及び専攻生の検定料の額は、第４８条の２第１項

の改正規定にかかわらず、改正前の規定を適用する。 

附 則（昭和５４年５月２５日規則第６２０号改正） 

この規則は、昭和５４年５月２５日から施行する。 

附 則（昭和５４年９月１４日規則第６４０号改正） 

この規則は、昭和５４年９月１４日から施行する。 

附 則（昭和５５年１月１８日規則第６４４号改正） 

この規則は、昭和５５年１月１８日から施行する。 

附 則（昭和５５年４月１８日規則第６５３号改正） 

１ この規則は、昭和５５年４月１８日から施行し、昭和５５年４月１日から適用する。 

２ 昭和５５年３月３１日以後引続き在学している聴講生、研究生及び専攻生（在学期間が延長

された場合で、当該延長期間の始期が昭和５５年４月１日以後のものを除く。）の授業料の額

は、改正後の第４８条の２第１項の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、なお

従前の例による。 

附 則（昭和５６年４月１日規則第６８７号改正） 

１ この規則は、昭和５６年４月１日から施行する。 

２ 昭和５６年度の入学に係る聴講生、研究生及び専攻生の検定料の額は、改正後の第４８条の

２第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和５７年４月１日規則第７１６号改正） 

１ この規則は、昭和５７年４月１日から施行する。 

２ 昭和５７年３月３１日以後引続き在学している研究生及び専攻生（在学期間が延長された場

合で、当該延長期間の始期が昭和５７年４月１日以後のものを除く。）の授業料の額は、改正

後の第４８条の２第１項の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、なお従前の例

による。 

附 則（昭和５７年６月１８日規則第７２４号改正） 

この規則は、昭和５７年６月１８日から施行する。 

附 則（昭和５８年４月１日規則第７４３号改正） 

１ この規則は、昭和５８年４月１日から施行する。 

２ 昭和５８年度の入学に係る聴講生、研究生及び専攻生の検定料の額は、改正後の第４８条の

２第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和５９年４月１日規則第７７５号改正） 

１ この規則は、昭和５９年４月１日から施行する。 



２ 昭和５９年３月３１日以後引き続き在学している聴講生、研究生及び専攻生（在学期間が延

長された場合で、当該延長期間の始期が昭和５９年４月１日以後のものを除く。）の授業料の

額は、改正後の第４８条の２第１項の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、な

お従前の例による。 

３ 昭和５９年度において入学した聴講生、研究生及び専攻生（昭和５９年３月３１日以後引き

続き在学している者であって、在学期間が延長された場合における当該延長期間の始期が昭和

５９年４月１日以後であるものを含む。）の同年度の授業料の額は、改正後の第４８条の２第

１項の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。ただし、単位の修得に前期及び後期

を通じての履修を必要とする授業科目に係る聴講生の１単位に相当する授業についての授業料

の額は、前期の１単位に相当する授業についての授業料の額の２分の１に相当する額と、後期

の１単位に相当する授業についての授業料の額の２分の１に相当する額とを合わせた額とする。 

区分 前期（４月１日から９月３０日まで）後期（１０月１日から翌年の３月３１

日まで） 

聴講生 １単位に相当する授業について ６，

０００円 

１単位に相当する授業について ７，

０００円 

研究生及び専攻生 月額 １２，０００円 月額 １４，０００円 

附 則（昭和６０年４月１日規則第７９９号改正） 

１ この規則は、昭和６０年４月１日から施行する。 

２ 昭和６０年度の入学に係る聴講生、研究生及び専攻生の検定料の額及び昭和６０年度に入学

を許可する聴講生、研究生及び専攻生の入学料の額は、改正後の第４８条の２第１項の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和６１年４月２２日規則第８２７号改正） 

１ この規則は、昭和６１年４月２２日から施行する。ただし、改正後の第１５条の表及び附則

第３項の規定については、昭和６１年度入学者から適用する。 

２ 教育学部は、改正後の第２条の規定にかかわらず、昭和６１年３月３１日に当該学部に在学

する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 昭和６１年３月３１日に教育学部に在学する者については、なお従前の例による。 

４ 改正後の第１５条の表に掲げる総定員は、同表の規定にかかわらず、昭和６１年度から昭和

６５年度までは、次の表のとおりとする。 

学部 学科 昭和６１年

度 

昭和６２年

度 

昭和６３年

度 

昭和６４年

度 

昭和６５年

度 

総合科学部 総合科学科 ２５０ ５００ ７５０ １，０００ １，０００ 

医学部 医学科 ７００ ６８０ ６６０ ６４０ ６２０ 



栄養学科 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

計 ９００ ８８０ ８６０ ８４０ ８２０ 

歯学部 歯学科 ３６０ ３６０ ３６０ ３６０ ３６０ 

薬学部 薬学科 １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ 

製薬化学科 １６０ １６０ １６０ １６０ １６０ 

計 ３２０ ３２０ ３２０ ３２０ ３２０ 

工学部 土木工学科 １６５ １７０ １７５ １８０ １８０ 

建設工学科 １６５ １７０ １７５ １８０ １８０ 

機械工学科 ２１０ ２２０ ２３０ ２４０ ２４０ 

精密機械工学科 １８５ １９０ １９５ ２００ ２００ 

応用化学科 １６５ １７０ １７５ １８０ １８０ 

化学工学科 １６５ １７０ １７５ １８０ １８０ 

電気工学科 １８５ １９０ １９５ ２００ ２００ 

電子工学科 １９０ ２００ ２１０ ２２０ ２２０ 

情報工学科 ２３０ ２４０ ２５０ ２６０ ２６０ 

計 １，６６０ １，７２０ １，７８０ １，８４０ １，８４０ 

合計 ３，４９０ ３，７８０ ４，０７０ ４，３６０ ４，３４０ 

附 則（昭和６２年１月１６日規則第８４５号改正） 

１ この規則は、昭和６２年１月１６日から施行する。 

２ 改正後の第４８条の２第１項の規定は、昭和６２年度以後に在学する聴講生、研究生及び専

攻生から適用する。ただし、昭和６２年３月３１日以後引き続き在学する聴講生、研究生及び

専攻生（在学期間が延長された場合で当該延長期間の始期が昭和６２年４月１日以後のものを

除く。）の授業料の額は、当該在学期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。 

附 則（昭和６２年５月２１日規則第８７０号改正） 

この規則は、昭和６２年５月２１日から施行する。 

附 則（昭和６２年９月１８日規則第８９２号改正） 

１ この規則は、昭和６２年１０月１日から施行する。 

２ 昭和６２年度内の入学に係る聴講生、研究生及び専攻生の検定料及び入学料の額は、改正後

の第４８条の２第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和６３年１月２２日規則第９００号改正） 

この規則は、昭和６３年１月２２日から施行する。 

附 則（昭和６３年４月１日規則第９０６号改正） 

１ この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。ただし、第１５条の表の改正規定のうち第



３年次編入学定員の欄及び第２１条の４の改正規定は、昭和６５年４月１日から施行する。 

２ 昭和６３年３月３１日に工学部に置かれている各学科（以下「従前の学科」という。）は、

改正後の第２条の規定にかかわらず、昭和６３年３月３１日に当該学科に在学する者並びに昭

和６３年度及び昭和６４年度に当該学科に編入学及び補欠入学する者が当該学科に在学しなく

なる日までの間、存続するものとする。 

３ 改正後の第１５条の表及び改正後の第２１条の４の規定にかかわらず、昭和６３年度及び昭

和６４年度における従前の学科への第３年次編入学については、なお従前の例による。 

４ 改正後の規定にかかわらず、昭和６３年３月３１日に従前の学科に在学する者並びに昭和６

３年度及び昭和６４年度に従前の学科に編入学及び補欠入学する者については、なお従前の例

による。 

５ 改正後の第１５条の表に掲げる工学部の項及び合計の項の総定員は、同表の規定にかかわら

ず、昭和６３年度から昭和６５年度までは、それぞれ次のとおりとする。 

学部 学科 昭和６３年度 昭和６４年度 昭和６５年度 

工学部 建設工学科 ８０ １６０ ２４５ 

機械工学科 １０５ ２１０ ３２５ 

化学応用工学科 ８０ １６０ ２４５ 

電気電子工学科 ９５ １９０ ２９５ 

知能情報工学科 ７５ １５０ ２３０ 

生物工学科 ４０ ８０ １２５ 

計 ４７５ ９５０ １，４６５ 

合計 ２，７６５ ３，４７０ ３，９６５ 

附 則（平成元年３月１７日規則第９２４号改正） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年４月２１日規則第９４３号改正） 

この規則は、平成元年４月２１日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 

附 則（平成２年３月１６日規則第９６５号改正） 

１ この規則は、平成２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第１５条の表に掲げる医学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわ

らず、平成２年度から平成６年度までは、それぞれ次のとおりとする。 

学部 学科 平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度 平成６年度 

医学部 医学科 ６１５ ５９０ ５８５ ５８０ ５７５ 

栄養学科 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

計 ８１５ ７９０ ７８５ ７８０ ７７５ 



合計 ３，９６０ ４，４５０ ４，４４５ ４，４４０ ４，４３５ 

附 則（平成２年４月２０日規則第９７８号改正） 

この規則は、平成２年４月２０日から施行し、平成２年４月１日から適用する。 

附 則（平成２年１２月２１日規則第９９６号改正） 

この規則は、平成２年１２月２１日から施行する。 

附 則（平成３年３月１５日規則第１００１号改正） 

この規則は、平成３年４月１日から施行する。ただし、第３７条の２の表の改正規定について

は、平成２年度入学者から適用する。 

附 則（平成３年４月１２日規則第１００８号改正） 

この規則は、平成３年４月１２日から施行する。 

附 則（平成３年４月１９日規則第１０２０号改正） 

この規則は、平成３年４月１９日から施行する。 

附 則（平成３年９月２０日規則第１０３１号改正）抄 

１ この規則は、平成３年９月２０日から施行し、平成３年７月１日から適用する。 

附 則（平成４年２月２１日規則第１０４７号改正） 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年４月１０日規則第１０６２号改正） 

この規則は、平成４年４月１０日から施行する。 

附 則（平成４年５月１５日規則第１０７１号改正） 

この規則は、平成４年５月１５日から施行し、平成４年５月１日から適用する。 

附 則（平成５年４月１日規則第１０９２号改正） 

１ この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

２ 総合科学部総合科学科は、改正後の第２条の規定にかかわらず、平成５年３月３１日に当該

学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

３ 改正後の第１５条の表に掲げる総合科学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にか

かわらず、平成５年度から平成７年度までは、それぞれ次のとおりとする。 

学部 学科 平成５年度 平成６年度 平成７年度 

総合科学部 人間社会学科 １８０ ３６０ ５４０ 

自然システム学科 ９０ １８０ ２７０ 

計 ２７０ ５４０ ８１０ 

合計 ３，７１０ ３，９７５ ４，２４０ 

４ 平成５年３月３１日に本学に在学する者については、改正前の第２９条の規定により本学の

教育課程を修了するために必要であった一般教育課程、医学進学課程、歯学進学課程及び専門



課程の履修を当該学生が所属する学部において行うものとする。この場合における課程の履修

その他当該学生の教育に関し必要な事項は、各学部の定めるところによる。 

５ 平成５年３月３１日に医学部医学科及び歯学部に在学する者については、改正後の第３５条

第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

６ 平成５年３月３１日に総合科学部総合科学科に在学する者については、改正後の第３７条の

２の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成５年９月１７日規則第１１１３号改正） 

１ この規則は、平成５年１０月１日から施行する。ただし、第１５条の表の改正規定について

は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第１５条の表に掲げる工学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわ

らず、平成６年度から平成８年度までは、それぞれ次のとおりとする。 

学部 学科 平成６年度 平成７年度 平成８年度 

工学部 建設工学科       

昼間コース ３４０ ３５０ ３６０ 

夜間主コース ２０ ４０ ６０ 

機械工学科       

昼間コース ４６０ ４８０ ５００ 

夜間主コース ２０ ４０ ６０ 

化学応用工学科       

昼間コース ３４０ ３５０ ３６０ 

夜間主コース １０ ２０ ３０ 

電気電子工学科       

昼間コース ４２０ ４４０ ４６０ 

夜間主コース ２０ ４０ ６０ 

知能情報工学科       

昼間コース ３２０ ３３０ ３４０ 

夜間主コース ２０ ４０ ６０ 

生物工学科       

昼間コース １９０ ２１０ ２３０ 

夜間主コース １０ ２０ ３０ 

光応用工学科       

昼間コース ５０ １００ １５０ 

昼間コース小計 ２，１２０ ２，２６０ ２，４００ 



夜間主コース小計 １００ ２００ ３００ 

計 ２，２２０ ２，４６０ ２，７００ 

合計 ４，７１５ ４，９７０ ５，２３０ 

附 則（平成６年２月１８日規則第１１１８号改正） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。ただし、平成６年３月３１日に医学部医学科に

在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成６年４月１日規則第１１３２号改正） 

１ この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 第３７条の２の表の改正規定のうち、総合科学部に係る部分は平成５年度入学者から、工学

部に係る部分は平成６年度入学者から適用する。 

附 則（平成６年６月２４日規則第１１４７号改正） 

この規則は、平成６年６月２４日から施行する。 

附 則（平成７年２月１７日規則第１１７５号改正） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。ただし、平成７年３月３１日に歯学部に在学す

る者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成８年４月１日規則第１２１０号改正） 

１ この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第１５条の表に掲げる工学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわ

らず、平成８年度から平成１０年度までは、それぞれ次のとおりとする。 

学部 学科 平成８年度 平成９年度 平成１０年度 

工学部 建設工学科       

昼間コース ３７０ ３７０ ３７０ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

機械工学科       

昼間コース ５１５ ５１０ ５０５ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

化学応用工学科       

昼間コース ３７０ ３７０ ３７０ 

夜間主コース ４０ ４０ ４０ 

電気電子工学科       

昼間コース ４７５ ４７０ ４６５ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

知能情報工学科       



昼間コース ３５０ ３５０ ３５０ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

生物工学科       

昼間コース ２５０ ２５０ ２５０ 

夜間主コース ４０ ４０ ４０ 

光応用工学科       

昼間コース ２００ ２００ ２００ 

昼間コース小計 ２，５３０ ２，５２０ ２，５１０ 

夜間主コース小計 ４００ ４００ ４００ 

計 ２，９３０ ２，９２０ ２，９１０ 

合計 ５，４６０ ５，４５０ ５，４４０ 

附 則（平成９年４月１日規則第１２５４号改正） 

１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第１５条の表に掲げる工学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわ

らず、平成９年度から平成１１年度までは、それぞれ次のとおりとする。 

学部 学科 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 

工学部 建設工学科       

昼間コース ３７０ ３７０ ３７０ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

機械工学科       

昼間コース ５０５ ４９５ ４８５ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

化学応用工学科       

昼間コース ３７０ ３７０ ３７０ 

夜間主コース ４０ ４０ ４０ 

電気電子工学科       

昼間コース ４７０ ４６５ ４６０ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

知能情報工学科       

昼間コース ３４５ ３４０ ３３５ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

生物工学科       

昼間コース ２５０ ２５０ ２５０ 



夜間主コース ４０ ４０ ４０ 

光応用工学科       

昼間コース ２００ ２００ ２００ 

昼間コース小計 ２，５１０ ２，４９０ ２，４７０ 

夜間主コース小計 ４００ ４００ ４００ 

計 ２，９１０ ２，８９０ ２，８７０ 

合計 ５，４４０ ５，４２０ ５，４００ 

附 則（平成１０年３月１３日規則第１３１２号改正） 

１ この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第１５条の表に掲げる工学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわ

らず、平成１０年度から平成１２年度までは、それぞれ次のとおりとする。 

学部 学科 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 

工学部 建設工学科       

昼間コース ３６５ ３６０ ３５５ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

機械工学科       

昼間コース ４９５ ４８５ ４８０ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

化学応用工学科       

昼間コース ３６５ ３６０ ３５５ 

夜間主コース ４０ ４０ ４０ 

電気電子工学科       

昼間コース ４６０ ４５０ ４４５ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

知能情報工学科       

昼間コース ３４０ ３３５ ３３０ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

生物工学科       

昼間コース ２５０ ２５０ ２５０ 

夜間主コース ４０ ４０ ４０ 

光応用工学科       

昼間コース ２００ ２００ ２００ 

昼間コース小計 ２，４７５ ２，４４０ ２，４１５ 



夜間主コース小計 ４００ ４００ ４００ 

計 ２，８７５ ２，８４０ ２，８１５ 

合計 ５，４０５ ５，３７０ ５，３４５ 

附 則（平成１０年４月９日規則第１３４０号改正） 

この規則は、平成１０年４月９日から施行する。 

附 則（平成１０年９月１８日規則第１３４９号改正） 

この規則は、平成１０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月１７日規則第１３９４号改正） 

１ この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第１５条の表に掲げる歯学部、工学部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にか

かわらず、平成１１年度から平成１３年度までは、それぞれ次のとおりとする。 

学部 学科 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 

歯学部 歯学科 ３５５ ３５０ ３５０ 

工学部 建設工学科       

昼間コース ３５５ ３４５ ３３５ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

機械工学科       

昼間コース ４８０ ４７０ ４６５ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

化学応用工学科       

昼間コース ３５５ ３４５ ３３５ 

夜間主コース ４０ ４０ ４０ 

電気電子工学科       

昼間コース ４４５ ４３５ ４２５ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

知能情報工学科       

昼間コース ３３０ ３２０ ３１５ 

夜間主コース ８０ ８０ ８０ 

生物工学科       

昼間コース ２５０ ２５０ ２５０ 

夜間主コース ４０ ４０ ４０ 

光応用工学科       

昼間コース ２００ ２００ ２００ 



昼間コース小計 ２，４１５ ２，３６５ ２，３２５ 

夜間主コース小計 ４００ ４００ ４００ 

計 ２，８１５ ２，７６５ ２，７２５ 

合計 ５，３４０ ５，２８５ ５，２４５ 

附 則（平成１１年７月２３日規則第１４３６号改正） 

この規則は、平成１１年７月２３日から施行する。 

附 則（平成１２年３月１７日規則第１４６７号改正） 

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第３５条の２第１項の規定は、この規則の施行の日前から引き続き大学に在学する

者（同日前に大学に在学し、同日以後に再び大学に在学することとなった者のうち、文部大臣

の定める者を含む。）については、適用しない。 

附 則（平成１３年１月５日規則第１５８９号改正） 

この規則は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則（平成１３年１月１９日規則第１５９０号改正） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年６月２２日規則第１６５１号改正） 

１ この規則は、平成１３年１０月１日から施行する。ただし、第１５条の表の改正規定につい

ては、平成１４年４月１日から施行し、第３７条の２の表の改正規定については、平成１３年

４月１日から適用する。 

２ 改正後の第１５条の表に掲げる医学部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず

平成１４年度から平成１６年度までは、それぞれ次のとおりとする。 

学部 学科 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

医学部 医学科 ５７０ ５７０ ５７０ 

栄養学科 ２００ ２００ ２００ 

保健学科       

看護学専攻 ７０ １４０ ２２０ 

放射線技術科学専攻 ３７ ７４ １１４ 

検査技術科学専攻 １７ ３４ ５４ 

小計 １２４ ２４８ ３８８ 

計 ８９４ １，０１８ １，１５８ 

合計 ５，３４４ ５，４６８ ５，６０８ 

附 則（平成１４年３月２７日規則第１７０６号改正） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 



附 則（平成１４年７月１９日規則第１７２２号改正） 

この規則は、平成１４年７月１９日から施行する。 

附 則（平成１５年１月２４日規則第１７４３号改正） 

この規則は、平成１５年２月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月２０日規則第１７５０号改正） 

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。ただし、平成１５年３月３１日に医学部医

学科に在学する者については、改正後の第１４条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

２ 改正後の第１５条の表に掲げる総合科学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にか

かわらず、平成１５年度から平成１７年度までは、それぞれ次のとおりとする。 

学部 学科 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 

総合科学部 人間社会学科 ７１５ ７１０ ７０５ 

自然システム学科 ３６０ ３６０ ３６０ 

計 １，０７５ １，０７０ １，０６５ 

合計 ５，７４３ ５，７３８ ５，７３３ 

附 則（平成１５年９月１９日規則第１７８９号改正） 

この規則は、平成１５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１５年１０月１７日規則第１８１３号改正） 

この規則は、平成１５年１０月１７日から施行し、この規則による改正後の徳島大学学則の規

定は、平成１５年９月１９日から適用する。 

附 則（平成１６年２月２０日規則第１８２６号改正） 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第１５条の表に掲げる歯学部の項及び合計の項の収容定員欄は、同表の規定にかか

わらず、平成１６年度から平成２０年度までは、それぞれ次のとおりとする。 

学部 学科 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

歯学部 歯学科 ３４５ ３４０ ３３５ ３３０ ３２５ 

合計 ５，７２３ ５，７１８ ５，７１３ ５，７０８ ５，７０３ 

附 則（平成１６年３月１９日規則第１８３２号改正） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年６月２５日規則第８８号改正） 

この規則は、平成１６年７月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２４日規則第１５９号改正） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、第７条の２の改正規定は、平成１

７年３月２６日から施行する。 



２ 平成１６年度以前に総合科学部に入学した者に係る第３７条の２の表総合科学部の項の適用

については、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年５月２５日規則第１３号改正） 

この規則は、平成１７年５月２５日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則（平成１７年９月１６日規則第３３号改正） 

この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１１月１８日規則第４０号改正） 

この規則は、平成１７年１１月１８日から施行する。ただし、改正後の第２０条の規定は、平

成１７年１２月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月１７日規則第６２号改正） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、工学部の第３年次編入学定員に係

る改正規定は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の薬学部の各学科は、改正後の第２条の規定にかかわらず、平成１８

年３月３１日に当該学科に在学する学生が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するも

のとする。 

３ 平成１８年３月３１日に薬学部に在学する学生については、なお従前の例による。 

４ この規則による改正後の第１５条の表に掲げる薬学部、工学部及び合計の項の収容定員は、

同表の規定にかかわらず、平成１８年度から平成２２年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年

度 

薬学

部 

薬学科 ４０ ８０ １２０ １６０ ２００ 

創製薬科学科 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０ 

計 ８０ １６０ ２４０ ３２０ ３６０ 

工学

部 

（もの作り創造シ

ステム工学系） 

          

建設工学科           

昼間コース ３３０ ３３０ ３３０ ３３０ ３３０ 

夜間主コース ７０ ６０ ５０ ４０ ４０ 

機械工学科           

昼間コース ４６０ ４６０ ４６０ ４６０ ４６０ 

夜間主コース ７０ ６０ ５０ ４０ ４０ 

（物質生命工学系）          

化学応用工学科           



昼間コース ３３０ ３３０ ３２８ ３２６ ３２６ 

夜間主コース ３５ ３０ ２５ ２０ ２０ 

生物工学科           

昼間コース ２５０ ２５０ ２４７ ２４４ ２４４ 

夜間主コース ３５ ３０ ２５ ２０ ２０ 

（コンピュータ工

学系） 

          

電気電子工学科           

昼間コース ４２０ ４２０ ４２０ ４２０ ４２０ 

夜間主コース ７０ ６０ ５０ ４０ ４０ 

知能情報工学科           

昼間コース ３１０ ３１０ ３１５ ３２０ ３２０ 

夜間主コース ７０ ６０ ５０ ４０ ４０ 

光応用工学科           

昼間コース ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

昼間コース計 ２，３００ ２，３００ ２，３００ ２，３００ ２，３００ 

夜間主コース計 ３５０ ３００ ２５０ ２００ ２００ 

計 ２，６５０ ２，６００ ２，５５０ ２，５００ ２，５００ 

合計 ５，４２３ ５，４４８ ５，４７３ ５，４９８ ５，５３８ 

附 則（平成１９年２月１６日規則第４０号改正） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の第１５条の表に掲げる歯学部及び合計の項の収容定員は、同表の規

定にかかわらず、平成１９年度から平成２３年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年

度 

平成２２年度 平成２３年

度 

歯学

部 

歯学科 ３２０ ３０５ ２９０ ２８０ ２７０ 

口腔保健学科 １５ ３０ ４５ ６０ ６０ 

計 ３３５ ３３５ ３３５ ３４０ ３３０ 

合計 ５，４５３ ５，４８３ ５，５１３ ５，５５８ ５，５８８ 

附 則（平成１９年３月１６日規則第６１号改正） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年４月２０日規則第３号改正） 

この規則は、平成１９年４月２０日から施行する。 



附 則（平成２０年１月１８日規則第４４号改正） 

この規則は、平成２０年１月１８日から施行する。ただし、改正後の第４条の規定は、平成２

０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年２月１５日規則第４８号改正） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２１日規則第６１号改正） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年度前期の歯学部歯学科に係る第３年次編入学については、改正後の第１５条及び

第２１条の４の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この規則による改正後の第１５条の表に掲げる歯学部及び合計の項の収容定員は、同表の規

定にかかわらず、平成２０年度から平成２３年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

歯学

部 

歯学科 ３１０ ２９５ ２８５ ２７５ 

口腔保健学科 ３０ ４５ ６０ ６０ 

計 ３４０ ３４０ ３４５ ３３５ 

合計 ５，４８８ ５，５１８ ５，５６３ ５，５９３ 

４ 平成１９年度以前に総合科学部に入学した者に係る第３７条の２の表総合科学部の項の適用

については、なお従前の例による。 

附 則（平成２０年１１月２６日規則第２６号改正） 

この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２１年２月２４日規則第６４号改正） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の総合科学部の各学科は、改正後の第２条の規定にかかわらず、平成

２１年３月３１日に当該学科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとし、

同日に総合科学部に在学する学生については、なお従前の例による。 

３ この規則による改正後の第１５条の表に掲げる総合科学部及び合計の項の収容定員は、同表

の規定にかかわらず、平成２１年度から平成２３年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

総合科学部 人間文化学科 １００ ２００ ３００

社会創生学科 １００ ２００ ３００

総合理数学科 ６５ １３０ １９５

計 ２６５ ５３０ ７９５

合計 ４，７３３ ５，０５３ ５，３５８



４ この規則による改正後の第１５条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入

学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成２１年度から平成３４年度までは次の

とおりとする。 

学部 学科 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １０５ ５８０ １０５ ５９０ １０５ ６００ 

計 ２７９ １，３０８ ２７９ １，３１８ ２７９１，３２８ 

合計 １，２８４ ４，７３３１，２８４ ５，０５３１，２８４５，３５８ 

 

学部 学科 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １０５ ６１０ １０５ ６２０ １０５ ６３０ 

計 ２７９ １，３３８ ２７９ １，３４８ ２７９１，３５８ 

合計 １，２８４ ５，６２３１，２８４ ５，６３３１，２８４５，６４３ 

 

学部 学科 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １０５ ６３０ １０５ ６３０ １０５ ６３０ 

計 ２７９ １，３５８ ２７９ １，３５８ ２７９１，３５８ 

合計 １，２８４ ５，６４３１，２８４ ５，６４３１，２８４５，６４３ 

 

学部 学科 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １００ ６２５ １００ ６２０ １００ ６１５ 

計 ２７４ １，３５３ ２７４ １，３４８ ２７４１，３４３ 

合計 １，２７９ ５，６３８１，２７９ ５，６３３１，２７９５，６２８ 

 

学部 学科 平成３３年度 平成３４年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １００ ６１０ １００ ６０５

計 ２７４ １，３３８ ２７４ １，３３３

合計 １，２７９ ５，６２３ １，２７９ ５，６１８

５ 平成２０年度以前に総合科学部に入学した者に係る第３７条の２の表総合科学部の項の適用



については、なお従前の例による。 

附 則（平成２１年１２月２４日規則第２０号改正） 

この規則は、平成２２年１月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月１６日規則第２８号改正） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 第１５条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、

同表の規定にかかわらず、平成２２年度から平成３６年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １１２ ５９７ １１２ ６１４ １１２ ６３１ 

計 ２８６ １，３２５ ２８６ １，３４２ ２８６１，３５９ 

合計 １，２９１ ５，０６０１，２９１ ５，３７２１，２９１５，６４４ 

 

学部 学科 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １１２ ６４８ １１２ ６６５ １１２ ６７２ 

計 ２８６ １，３７６ ２８６ １，３９３ ２８６１，４００ 

合計 １，２９１ ５，６６１１，２９１ ５，６７８１，２９１５，６８５ 

 

学部 学科 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １１２ ６７２ １１２ ６７２ １０７ ６６７ 

計 ２８６ １，４００ ２８６ １，４００ ２８１１，３９５ 

合計 １，２９１ ５，６８５１，２９１ ５，６８５１，２８６５，６８０ 

 

学部 学科 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １０７ ６６２ １００ ６５０ １００ ６３８ 

計 ２８１ １，３９０ ２７４ １，３７８ ２７４１，３６６ 

合計 １，２８６ ５，６７５１，２７９ ５，６６３１，２７９５，６５１ 

 

学部 学科 平成３４年度 平成３５年度 平成３６年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 



医学部 医学科 １００ ６２６ １００ ６１４ １００ ６０７ 

計 ２７４ １，３５４ ２７４ １，３４２ ２７４１，３３５ 

合計 １，２７９ ５，６３９１，２７９ ５，６２７１，２７９５，６２０ 

附 則（平成２２年４月２１日規則第１１号改正） 

この規則は、平成２２年４月２１日から施行する。 

附 則（平成２２年７月１６日規則第３１号改正） 

この規則は、平成２２年７月１６日から施行し、改正後の第４条第１項中「高度情報化基盤セ

ンター」を「情報化推進センター」に改める部分は、平成２２年７月１日から適用する。ただし、

第４条第１項の改正規定中「AWAサポートセンター」を加える部分は、平成２２年１０月１日から

施行する。 

附 則（平成２２年１０月２８日規則第３９号改正） 

この規則は、平成２２年１１月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月１日規則第６４号改正） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 第１５条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、

同表の規定にかかわらず、平成２３年度から平成３６年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １１４ ６１６ １１４ ６３５ １１４ ６５４

計 ２８８ １，３４４ ２８８ １，３６３ ２８８ １，３８２

合計 １，２９３ ５，３７２ １，２９３ ５，６４４ １，２９３ ５，６６１

 

学部 学科 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １１４ ６７３ １１４ ６８２ １１４ ６８４

計 ２８８ １，４０１ ２８８ １，４１０ ２８８ １，４１２

合計 １，２９３ ５，６７８ １，２９３ ５，６８５ １，２８８ ２，８９２

 

学部 学科 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １１４ ６８４ １０９ ６７９ １０９ ６７４

計 ２８８ １，４１２ ２８３ １，４０７ ２８３ １，４０２

合計 １，２８８ ３，８５９ １，２８３ ４，７５６ １，２８３ ５，６５３



 

学部 学科 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １００ ６６０ １００ ６４６ １００ ６３２

計 ２７４ １，３８８ ２７４ １，３７４ ２７４ １，３６０

合計 １，２７４ ５，６３９ １，２７４ ５，６２５ １，２７４ ５，６１１

 

学部 学科 平成３５年度 平成３６年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １００ ６１８ １００ ６０９

計 ２７４ １，３４６ ２７４ １，３３７

合計 １，２７４ ５，５９７ １，２７４ ５，５８８

３ 第１５条の表に掲げる歯学部歯学科、歯学部の計及び合計の項の収容定員は、同表の規定に

かかわらず、平成２３年度から平成２６年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

歯学部 歯学科 ２７３ ２６１ ２５９ ２５７

計 ３３３ ３２１ ３１９ ３１７

合計 ５，３７２ ５，６４４ ５，６６１ ５，６７８

附 則（平成２３年３月２８日規則第７６号改正） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２１日規則第４１号改正） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月１９日規則第５５号改正） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 平成２５年３月３１日に本学に在学する専攻生については、改正後の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

附 則（平成２５年７月５日規則第１６号改正） 

この規則は、平成２５年７月５日から施行する。 

附 則（平成２５年１０月１５日規則第３４号改正） 

この規則は、平成２６年１月１日から施行する。 

附 則（平成２６年２月１８日規則第６１号改正） 

この規則は、平成２６年２月１８日から施行する。 

附 則（平成２６年３月１８日規則第７９号改正） 



１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の医学部栄養学科は、改正後の第２条の規定にかかわらず、平成２６

年３月３１日に当該学科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとし、同

日に当該学科に在学する学生については、なお従前の例による。 

３ 第１５条の表に掲げる医学部医科栄養学科、医学部の計及び合計の項の収容定員は、同表の

規定にかかわらず、平成２６年度から平成２８年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

医学部 医科栄養学科 ５０ １００ １５０

計 １，２５１ １，３１０ １，３６２

合計 ５，５２８ ５，５８５ ５，６３７

附 則（平成２７年３月１７日規則第３８号改正） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年１月１９日規則第３０号改正） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、生物資源産業学部の第２年次編入

学定員に係る改正規定は平成２９年４月１日から、理工学部の第３年次編入学定員に係る改正

規定は平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の第２条に定める総合科学部の各学科及び工学部は、改正後の同条の

規定にかかわらず、平成２８年３月３１日に総合科学部の各学科及び工学部に在学する学生並

びに平成２８年度及び平成２９年度に工学部各学科に編入学する者（以下この項において「在

学生」という。）が在学しなくなる日までの間、存続するものとし、在学生については、なお

従前の例による。 

３ この規則による改正後の第１５条の表に掲げる総合科学部、理工学部、生物資源産業学部及

び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成２８年度から平成３０年度までは次

のとおりとする。 

学部 学科 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

総合科学部 社会総合科学科 １７０ ３４０ ５１０

理工学部 理工学科    

昼間コース ５５０ １，１００ １，６８５

夜間主コース ４５ ９０ １３５

生物資源産業学部 生物資源産業学科 １００ ２０２ ３０４

合計 ２，８９２ ３，８５９ ４，７５６

４ 平成２８年３月３１日に本学に在学する学生、平成２８年度に歯学部歯学科の２年次に編入

学する者並びに平成２８年度及び平成２９年度に医学部保健学科及び工学部各学科の３年次に



編入学する者については、この規則による改正前の第３０条の規定にかかわらず、なお従前の

例によるものとし、本学の教育課程を修了するために必要であった共通教育の履修に関し必要

な事項は、教養教育履修規則及び各学部の定めるところによる。 

附 則（平成２８年３月１５日規則第６２号改正） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年度以前に大学院医科学教育部博士課程に入学した者（徳島大学大学院学則第１８

条第３項第７号の規定により本学医学部医学科から入学した学生に限る。）については、改正

後の第２１条の５、第２３条第３項及び第２４条第３項の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成２８年７月２１日規則第７号改正） 

この規則は、平成２８年７月２１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２１日規則第４２号改正） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 第３条第２項に定める研究部、第７条の２第１項に定める技術支援部及び第１２条の２第１

項に定める機構に関し必要な事項は、第３条第３項、第７条の２第２項及び第１２条の２第２

項の規定にかかわらず、平成３０年３月３１日までの間、徳島大学の組織再編に伴う特例規則

（平成２８年度規則第４６号）に定めるところによる。 

附 則（平成２９年６月６日規則第１８号改正） 

この規則は、平成２９年６月６日から施行する。 

附 則（平成３０年１月１６日規則第４３号改正） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 第１５条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、

同表の規定にかかわらず、平成３０年度から平成３６年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １１４ ６８４ １１４ ６８４ １００ ６７０

計 ２８８ １，４１２ ２８８ １，４１２ ２７４ １，３９８

合計 １，２８８ ４，７６１ １，２８８ ５，６６３ １，２７４ ５，６４９

 

学部 学科 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １００ ６５６ １００ ６４２ １００ ６２８

計 ２７４ １，３８４ ２７４ １，３７０ ２７４ １，３５６



合計 １，２７４ ５，６３５ １，２７４ ５，６２１ １，２７４ ５，６０７

 

学部 学科 平成３６年度 

入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １００ ６１４

計 ２７４ １，３４２

合計 １，２７４ ５，５９３

附 則（平成３０年３月２０日規則第６８号改正） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 平成２９年度以前に総合科学部社会総合科学科に入学した者については、改正後の第３７条

の２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成３１年２月７日規則第３１号改正） 

この規則は、平成３１年３月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２８日規則第６０号改正） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年２月１３日規則第３７号改正） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 第１５条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、

同表の規定にかかわらず、令和２年度から令和８年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １１４ ６８４ １１４ ６８４ １００ ６７０

計 ２８８ １，４１２ ２８８ １，４１２ ２７４ １，３９８

合計 １，２８８ ５，６６３ １，２８８ ５，６６３ １，２７４ ５，６４９

 

学部 学科 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １００ ６５６ １００ ６４２ １００ ６２８

計 ２７４ １，３８４ ２７４ １，３７０ ２７４ １，３５６

合計 １，２７４ ５，６３５ １，２７４ ５，６２１ １，２７４ ５，６０７

 

学部 学科 令和８年度 

入学定員 収容定員 



医学部 医学科 １００ ６１４

計 ２７４ １，３４２

合計 １，２７４ ５，５９３

附 則（令和２年３月１７日規則第６２号改正） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年６月１６日規則第９号改正） 

この規則は、令和２年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年２月１７日規則第４７号改正） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の第２条に定める薬学部創製薬科学科は、改正後の同条の規定にかか

わらず、令和３年３月３１日に当該学科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続す

るものとし、同日に当該学科に在学する学生については、なお従前の例による。 

３ 第１５条の表に掲げる薬学部薬学科及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、

令和３年度から令和８年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

薬学部 薬学科 ２８０ ３２０ ３６０

合計 ５，６６３ ５，６４９ ５，６３５

 

学部 学科 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

薬学部 薬学科 ４００ ４４０ ４８０

合計 ５，６２１ ５，６４７ ５，６７３

４ 令和２年度以前に薬学部に入学した者は、改正後の第２３条第３項の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

附 則（令和３年１１月１７日規則第２２号改正） 

この規則は、令和３年１１月１７日から施行する。 

附 則（令和４年３月１６日規則第３６号改正） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の第３条に定める総合科学教育部及び先端技術科学教育部は、改正後

の同条の規定にかかわらず、令和４年３月３１日に総合科学教育部及び先端技術科学教育部に

在学する学生（以下この項において「在学生」という。）が在学しなくなる日までの間、存続

するものとし、在学生については、なお従前の例による。 

３ 第１５条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、

同表の規定にかかわらず、令和４年度から令和９年度までは次のとおりとする。 



学部 学科 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １１４ ６８４ １００ ６７０ １００ ６５６

計 ２８８ １，４１２ ２７４ １，３９８ ２７４ １，３８４

合計 １，２８８ ５，６６３ １，２８８ ５，６４９ １，２７４ ５，６３５

 

学部 学科 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １００ ６４２ １００ ６２８ １００ ６１４

計 ２７４ １，３７０ ２７４ １，３５６ ２７４ １，３４２

合計 １，２７４ ５，６２１ １，２７４ ５，６０７ １，２７４ ５，５９３

４ 令和３年度以前に歯学部歯学科に入学した者及び令和４年度に歯学部歯学科に編入学する者

については、改正後の第１４条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和５年３月３日規則第５５号改正） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 第１５条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、

同表の規定にかかわらず、令和５年度から令和１０年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １１２ ６８２ １００ ６６８ １００ ６５４

計 ２８６１，４１０ ２７４１，３９６ ２７４ １，３８２

合計 １，３１６５，６９１１，３０４５，７０７１，３０４ ５，７６３

 

学部 学科 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １００ ６４０ １００ ６２６ １００ ６１２

計 ２７４１，３６８ ２７４１，３５４ ２７４ １，３４０

合計 １，３０４５，８１９１，３０４５，８０５１，３０４ ５，７９１

３ 第１５条の表に掲げる理工学部理工学科昼間コース、理工学部の計及び合計の項の収容定員

は、同表の規定にかかわらず、令和５年度から令和８年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

理工学部 理工学科   

昼間コース ２，３００ ２，３３０ ２，３６０ ２，３９０ 



計 ２，４８０ ２，５１０ ２，５４０ ２，５７０ 

合計 ５，６９１ ５，７０７ ５，７６３ ５，８１９ 

附 則（令和５年７月２６日規則第１４号改正） 

この規則は、令和５年７月２８日から施行する。 

附 則（令和６年２月２０日規則第４９号改正） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第１５条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、

同表の規定にかかわらず、令和６年度から令和１１年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １１２ ６８０ １００ ６６６ １００ ６５２

計 ２８６ １，４０８ ２７４ １，３９４ ２７４ １，３８０

合計 １，３１６ ５，７１９ １，３０４ ５，７７５ １，３０４ ５，８２９

 

学部 学科 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １００ ６３８ １００ ６２４ １００ ６１２

計 ２７４ １，３６６ ２７４ １，３５２ ２７４ １，３４０

合計 １，３０４ ５，８１５ １，３０４ ５，８０１ １，３０４ ５，７８９

３ 第１５条の表に掲げる生物資源産業学部生物資源産業学科及び合計の項の収容定員は、同表

の規定にかかわらず、令和６年度から令和８年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

生物資源産業学部 生物資源産業学科 ４０６ ４０６ ４０４

合計 ５，７１９ ５，７７５ ５，８２９

４ 令和５年度以前に生物資源産業学部生物資源産業学科に編入学した者については、改正後の

第２１条の４の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則（令和７年３月１８日規則第６６号改正） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第１５条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、

同表の規定にかかわらず、令和７年度から令和１２年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １１１ ６７７ １００ ６６３ １００ ６４９



計 ２８５ １，４０５ ２７４ １，３９１ ２７４ １，３７７

合計 １，３００ ５，７７１ １，２８９ ５，８１０ １，２８９ ５，７８１

 

学部 学科 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １００ ６３５ １００ ６２３ １００ ６１１

計 ２７４ １，３６３ ２７４ １，３５１ ２７４ １，３３９

合計 １，２８９ ５，７５２ １，２８９ ５，７４０ １，２８９ ５，７２８

３ 第１５条の表に掲げる理工学部理工学科夜間主コース、理工学部の計及び合計の項の収容定

員は、同表の規定にかかわらず、令和７年度から令和９年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

理工学部 理工学科 

夜間主コース １６５ １５０ １３５

計 ２，５２５ ２，５４０ ２，５２５

合計 ５，７７１ ５，８１０ ５，７８１

附 則（令和７年３月３１日規則第８２号改正） 

この規則は、令和７年５月１日から施行する。 

   附 則（令和８年３月１７日規則第６６号改正） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１５条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、

同表の規定にかかわらず、令和８年度から令和１３年度までは次のとおりとする。 

学部 学科 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １１１ ６７４ １００ ６６０ １００ ６４６

計 ２８５ １，４０２ ２７４ １，３８８ ２７４ １，３７４

合計 １，３００ ５，８２１ １，２８９ ５，７９２ １，２８９ ５，７６３

 

学部 学科 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １００ ６３４ １００ ６２２ １００ ６１１

計 ２７４ １，３６２ ２７４ １，３５０ ２７４ １，３３９

合計 １，２８９ ５，７５１ １，２８９ ５，７３９ １，２８９ ５，７２８

 


